
東京都北区母子生活支援施設指定管理者　社会福祉法人東京都福祉事業協会　施設職員作成

（参考）施設の指定管理者が作成し、施設見学者にお渡ししている資料です。

はお母さんとお子さんが一緒に生活するための児童福祉施設です。　




